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１．概要 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」という。）の職員

等が、研究開発成果を国外の各出版社の刊行物へ論文投稿する際に支払う投稿料等に

ついて、受注者はその送金業務を遅延遺漏なく、確実かつ円滑に行うものである。 

また、受注者は送金済で未掲載、請求額の誤り等のトラブル、送金先からの支払

証明要求などの未着に対する督促処理に対し、確実かつ迅速に解決するものである。 

 

２．業務内容 

（１）送金の指示 

イ. 原子力機構が支払先毎に発行する発注指示書、投稿料等発注指示・支払内訳

（別添１）、出版社・国外学協会等からの請求書（参考資料１）に基づき、受注

者は各国（例：アメリカ、オランダ、イギリス、スイス、ハンガリー、ドイツ、

インド、シンガポール、ギリシャ、ロシア、中国、韓国等）の各出版社等が指定

する口座への送金手続きを行うこと。 

ロ．送金の際は、請求書のコピーを添付した支払明細書の文書を作成し、送金先へ

送付すること。（参考資料２） 

（２）送金 

イ．原則として送金は銀行送金とする。但し、これが困難な場合は、この限りでは

ない。 

ロ．送金先の銀行口座が請求書に明記されていない場合は、相手先へ銀行送金に必

要な事項の問い合わせを行い、確実な送金を行うこと。 

また、請求書に小切手やクレジットカードでの送金指示がある場合でも、相手

先へ銀行送金する旨、問い合わせを行い確実な送金を行うこと。 

ハ．請求書の送金期限を厳守すること。 

（３）送金額の請求及び送金手数料 

イ．受注者が原子力機構へ請求する送金額のレートは送金時のＴＴＳとする。 

ロ．受注者は送金額へ送金手数料を付加した額を原子力機構へ請求するものとする。 

ハ．送金手数料には利息・銀行手数料等の必要経費を含むものとする。 

ニ．送金手数料は送金額に手数料率（％）を乗じた額から送金額を差し引いた額と

する。 

ホ．送金手数料には以下の設定が可能とする。 

・送金額へ手数料率を乗じて得た最低値が○○○円未満の場合は○○○円とす

る。 

・送金額へ手数料率を乗じて得た最高値が○○○円以上の場合は○○○円とす

る。 

（円未満は切り捨てるものとする。） 
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（４）送金後の処理 

送金後は、以下を原子力機構の科学技術情報課に提出すること。 

イ．原子力機構が指定する終了届（別添２）、請求書等 

ロ．銀行等が発行する送金通知書 

ハ．送金先宛てに送付した支払明細書のコピー 

（５）クレーム処理 

イ．送金済の投稿料等について、未着等のトラブルまたは送金事務処理に関する銀

行、送金先からのクレーム等のトラブルが発生した場合は、直ちに確認の問い合

わせを行い、解決に努めること。 

ロ．クレーム処理に銀行発行の支払証明（現金化証明）が必要な場合は、速やかに

取得後、送金済書類を添付して相手先に送付する等して解決に努めること。 

 

３．作業期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで。 

 

４．作業の完了期限 

指示後 20 営業日以内とし、発注の都度投稿料等発注指示・支払内訳（別添 1）によ

り定める。なお、営業日とは年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く平日とする。 

 

５．納入 

（１）提出書類 

イ．送金通知書                   １部 

ロ．支払明細書のコピー               １部 

ハ．請求書・終了届等（原子力機構様式）       １部 

 

（２）納入場所 

茨城県那珂郡東海村大字村松 4-49 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 旧本部事務所 

研究開発推進部 科学技術情報課 

 

 

６．検収条件 

上記 5．(1)に定める提出書類の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実

施されたと原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。 
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７．その他 

（１）受注者は、本業務の進行に当たって、原子力機構との連絡を密にし、その円滑

な進行に努めること。 

（２）令和 8 年度の発注予定数量は別紙のとおりである。なお、数量は令和 8 年度発

注予定数量であり、発注数量に増減が生じた場合でも異議を申し立てないこととす

る。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議の上決定する。 

 

８．グリーン購入法の推進 

（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律）に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）が発生する場合は、これ

を採用するものとする。 

（２）本仕様書に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本

方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 
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別添１：投稿料等発注指示・支払内訳(参考) 
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別添２：終了届 (参考) 
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参考資料１：請求書参考例 
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参考資料２：支払明細書参考例 
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令和 8 年度 論文投稿料等支払業務代行発注予定数量        別紙 

 

支払先 件数 円建レート 外貨額 

Crimson Interactive Japan 2 148 USD 1,720 

Oxford University Press 2 148 USD 1,400 

Springer Nature Group 4 148 USD 12,826 

Informa UK Ltd 14 148 USD 17,495 

Elsevier 5 1 JPY 2,116,114 

Frontiers Media SA 1 148 USD 2,338 

Aptara SciPris 1 148 USD 1,338 

Public Library of Science 2 148 USD 4,221 

OPTICA 2 148 USD 4,320 

Elsevier 2 1 JPY 755,315 

Elsevier 2 148 USD 6,755 

Crimson Publishers 1 148 USD 1,999 

Copyright Clearance Center 1 148 USD 4,950 

MDPI AG 1 1 JPY 444,498 

円建レートは令和 7 年 9 月 4 日時点のレートをもとに算出 


